
広報さいじょう　2012　３月号5

申告期間は３月15日㈭まで
■申告に必要なもの
◆平成23年中の所得を明らかにする書類
○源泉徴収票
○営業・農業・不動産収入のある方は、収入額や経費
　の分かる帳簿、通帳、固定資産税課税明細書等
◆平成23年中の控除を明らかにする書類
○国民年金保険料、生命保険・地震保険等の控除証明
　書、医療費控除を受けられる方は医療費の領収書等
◆印鑑（認印で構いません。スタンプ印は不可）
◆申告される方名義の金融機関・口座番号が分かるもの
（所得税の還付が生じた際に必要になります）

　現在、市県民税・国民健康保険税の申告を受け付け
ています。既に日程が終了した地区で申告できなかっ
た方も、各表の会場で申告ができます。
　税務署・市役所から申告書が送付されている方は、
ぜひ郵送申告をご利用ください。
※詳しくは、２月号４・５ページをご覧ください。
■お問合せ先
●市庁舎本館市民税課　市民税係　℡0897－52－1317
●東予総合支所税務課　税務係　℡0898－64－2700　内線121
●丹原総合支所総務課　税務係　℡0898－68－7300　内線214
●小松総合支所総務課　税務係　℡0898－72－2111　内線114

日　程 時　間 対象地区 会　場
▼東予地区　申告受付日程表

１日㈭
２日㈮
５日㈪

６日㈫

７日㈬
８日㈭

９日㈮

12日㈪

13日㈫
14日㈬
15日㈭

9：00～16：00

9：00～16：00

9：00～16：00

9：00～16：00
9：00～16：00

9：00～16：00

9：00～16：00

9：00～16：00
9：00～16：00
8：30～16：30 市内全地区

大新田、壬生川

国安、高田、新市、桑村

三芳
河原津、河原津新田、楠

宮之内、大野、福成寺
実報寺

石田、玉之江、広江、今在家

国安公民館

吉井公民館

安用出作、新町、上市
広岡、石延、安用 吉岡公民館

壬生川公民館

三津屋、三津屋南、三津屋東
明理川、円海寺、喜多台 壬生川公民館

庄内公民館

旦之上、河之内、黒谷 庄内公民館

楠河公民館

東予総合支所３階

三芳公民館
（農村環境改善センター）

３
月

日　程 時　間 対象地区 会　場
▼小松地区　申告受付日程表

１日㈭

２日㈮

５日㈪
６日㈫

７日㈬

９日㈮
12日㈪
13日㈫
14日㈬
15日㈭

8：30～16：30

8：30～16：30

8：30～16：30

8：30～16：30

8：30～16：30

駅前、新宮、藤木

北川、大開団地

南川、石鎚団地、石鎚

一本松

８日㈭ 8：30～16：30 旧藩、御殿、東町、横町本町、旭町、坂の下

市内全地区

小松総合
支所２階
ホール

３
月

３
月

日　程 時　間 対象地区 会　場
▼丹原地区　申告受付日程表

12日㈪
13日㈫
14日㈬
15日㈭

１日㈭

２日㈮
５日㈪

６日㈫
７日㈬

８日㈭

９日㈮

8：30～16：30

8：30～16：30

8：30～16：30

8：30～16：30

8：30～16：30

8：30～16：30

今井

久妙寺、南部

池田

丹原

願連寺

市内全地区

丹原総合
支所２階

３
月

日　程 時　間 対象地区 会　場
▼西条地区　申告受付日程表

１日㈭
２日㈮
５日㈪

６日㈫
７日㈬
８日㈭

９日㈮
12日㈪
13日㈫

14日㈬
15日㈭

8：30～16：30

8：30～16：30

8：30～16：30

8：30～16：30 大町

神拝

西条

市内全地区

市庁舎
別館５階

３
月

西条市広報紙「広報さいじょう」
平成 23年度愛媛県市町広報コンクールで特選入賞！
　愛媛県内各市町の行政広報の技術向上を図るため、県と日本広報協会県支部の主催により毎年開催されて
いる愛媛県市町広報コンクールにおいて、「広報さいじょう（平成23年10月号）」が広報紙部門（市部）で
特選、また組み写真部門でも佳作に入賞しました。広報紙特選受賞作は、全国コンクールに出品されます。
　このコンクールは広報紙（市部・町部）、写真（１枚写真・組み写真）、映像の計５部門からなり、本年
度は県内20市町中、17市町から計38点の応募があった中での受賞となりました。
　これからも市民の皆さんに市の施策や出来事などを分かりやすくお伝えするために、さらに正確で読み良
い広報紙の編集に努めてまいります。 特選「平成23年10月号」


